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大阪府福祉部地域福祉推進室地域福祉課  
電話︓06-6944-7602 ファクシミリ︓06-6944-6681  メール︓chiikifukushi-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp 

 

福祉施設で働くみなさまにあらためてお願いしたいこと 
 
高齢者施設等におけるクラスター発⽣事例では、施設で働く職員からの感染が多くなっています。 
感染対策に詳しい看護師（感染管理認定看護師、感染症看護専門看護師）が福祉施設等を訪問した
経験から、あらためてお願いしたいことをまとめました。日々、感染症対策に取組んでおられる中、施設
クラスター発生予防のためにも、今⼀度、ご確認ください。                        

協⼒︓（公社）⼤阪府看護協会   
 

職員のみなさんに、あらためて、注意していただきたいこと 

l 職員同士でマスクなしの会話 
ロッカールーム・⾷事・休憩室等の場⾯が変わる時が要注意です︕ 

l 同居者や家族以外の方との会食 
飲食を通じての感染のリスクにご注意ください。 

l 体調不良時の無理な出勤 
以下の症状がある場合は、職場には来ず、管理者に相談し検査を受けましょう。 
＊有症状者を対象とした⾼齢者施設等「スマホ検査センター」を利⽤して、素早く検査につなげてください。 

・発熱 
・⾵邪症状（⿐汁・咽頭痛・咳など） 
（※花粉症やアレルギーのある方はいつもと違うと感じる場合） 
・嗅覚障害・味覚障害 

l 職場での正しいマスクの着用・手指消毒 
⼝と⿐を確実に覆うようにしてください。⿐出しは厳禁です︕できれば、職場では、不織布マスクを︕ 

 

施設内の感染リスクを軽減するためにできることを、ぜひ実践してください︕ 

l ユニバーサルマスキング 
施設内では職員、利⽤者、来訪者すべての⼈がマスクを着⽤していますか。 
（利⽤者にも可能な限り、着⽤を呼びかけましょう） 

l 距離の保持・⼊所者の体調管理の徹底 
ふだんから、⼊所者同⼠の距離をとっていただいていますか。 
ショートステイおよび新規入所者（できれば２週間程度）と⻑期⼊所者は可能な範囲で、集団の場では 2ｍ以上の距離
をおいていただいていますか。 

l 食事・口腔ケア 
可能な限り、利⽤者さん同⼠を対⾯で座らせない、パーテーションを置くなど、飛沫がかからない工夫をしていますか。 

 

感染の疑い事例が出たときから、万が一に備え、初動を素早く︕ 

l 感染の疑い事例をいち早く把握、⾏動を 
感染の疑いのある方を介護する場合、個人防護具の着用や手指消毒の徹底、また、集団の場から離す、空間的に分ける
等を⾏いましょう。 

l 感染者が発生した場合は、すぐに自治体担当部署・保健所に相談しましょう 
感染者の隔離や消毒、ゾーニングなど保健所からの指⽰に従い、迅速に対応しましょう。 

 

スマホ検査センターの 
申込みはこちらから 
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新型コロナウイルス感染症発生時やることリスト対応表

※P1「新型コロナウイルス感染症発生時のやることリスト」と併せて使用してください。

※必要に応じて、内容や項目を追加してください。

内容 連絡先

施設長（●●長）へ連絡

施設内で情報共有

家族への連絡

嘱託医、協力医療機関へ連絡

指定権者への連絡

隔離準備（個室等の確保、ゾーニング設定）

対応職員選定

対応職員への確認

必要な物品等の確保（PPE等セット、ゴミ箱など）

個室への移動

嘱託医、協力医療機関との連絡窓口

入所者の体調把握、とりまとめ

職員の体調把握、とりまとめ

保健所との連絡担当

陽性者の行動調査（日誌・記録等の確認）

濃厚接触者　候補のリストアップ

入所者の場合：（必要に応じて）濃厚接触者の隔

離、体調確認等

職員の場合：体調確認等（復帰めどの確認）

職員シフト表の作成（レッドゾーン/グリーンゾーン）

在庫確認

購入（業者等への連絡）

8）個人防護具、消毒薬の在庫確認と確保

3）受診（往診）、検査（検体採取）

4）体調不良者の有無の確認

5）保健所との連携

6）濃厚接触者対応

7）業務調整・職員確保

2）疑い者への対応

チェッ

ク欄

１）必要な人や機関に報告

担当者（日中） 担当者（夜間）
項目
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メニュー 

はじめての方へ サイトマップホーム > 社会福祉施設等を対象とした新型コロナウイルス感染症電話相談について

社会福祉施設等を対象とした新型コロナウイルス感染症電話相談について

更新日：2022年4月5日

 本府では、重症化リスクの高い高齢者が入所・利用する施設等をはじめとした社会福祉施設等のクラスター発生を予防し、社会基盤である福祉サービスを停滞させること

のないよう、感染管理認定看護師（ICN）等の専門家を社会福祉施設等に派遣する社会福祉施設等感染症予防重点強化事業を実施しております。

 この度、本事業の一環として、施設を訪問している感染管理認定看護師による電話相談を下記のとおり開始しますので、ご活用ください。

電話相談の概要

電話相談については、下記のボタンを押下して、必要事項を入力のうえ、申込みをしてください。

なお、下記のリンク先のページに、よくある質問をまとめておりますので、ご一読いただいたうえで、お申込みください。

社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症の感染予防・感染拡大防止対策FAQはこちらから

新型コロナウイルス感染症の陽性者や感染疑い事例が発生したときに、必要な情報をまとめた「早わかりブック」はこちらから

（1）受付期間

令和４年４月８日（金曜日）から令和５年３月２４日（金曜日）まで

 ＊毎週金曜日までに申込みいただいた相談は、翌週金曜日までにお電話を差し上げる予定です。

（2）対象施設 

大阪府内の社会福祉施設等

（3）電話相談の流れ

1 「インターネット申込み」にて申込みをする

2 大阪府において受付

3 内容確認後、感染管理認定看護師から架電（公益社団法人 大阪府看護協会に委託）

4 電話にて、相談を実施

＊相談内容によっては、メールやオンラインを活用した相談に切替えることがあります。

（4）相談内容

新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策

＊日常の感染予防対策などに関する相談を対象とします（現に陽性者が発生されているなど緊急性、切迫性のある内容は対象外となります）。

（5）留意事項

相談いただく内容によっては、感染管理認定看護師からの電話ではなく、本府からメールで回答を差し上げる場合があります。

申込多数の場合（月8件程度を予定）や相談内容によっては、回答が難しい場合がありますので、ご容赦ください。

Page 1 of 2大阪府／社会福祉施設等を対象とした新型コロナウイルス感染症電話相談について
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1つ前のページに戻る このページの先頭へ

大阪府
（法人番号  4000020270008）

本庁 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 （代表電話）06-6941-0351

咲洲庁舎 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 （代表電話）06-6941-0351

© Copyright 2003-2022 Osaka Prefecture,All rights reserved. 

お問合せ ユニバーサルデザインについて 個人情報の取り扱いについて このサイトのご利用について 

ホーム > 社会福祉施設等を対象とした新型コロナウイルス感染症電話相談について

社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策

社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策に関する研修資料や国からの通知などをまとめたページです。

社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策

社会福祉施設等向け新型コロナウイルス感染症対応早わかりブック（再掲）

社会福祉施設等で、新型コロナウイルス感染症の陽性者もしくは疑いのある方が発生した時の対応をまとめた「社会福祉施設等向け 新型コロナウイルス感染症対応 早

わかりブック」を作成しました。事前に内容を確認し、もしもの時に全員が動けるよう、シミュレーションする際に、ご活用ください。

「早わかりブックはこちらから」

社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症の感染予防・感染拡大防止対策FAQ(再掲）

社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症の感染予防・感染拡大防止対策について、よくあるご質問をＦＡＱにまとめています。

社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症の感染予防・感染拡大防止対策FAQはこちらから

このページの作成所属

福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 施策推進グループ

Page 2 of 2大阪府／社会福祉施設等を対象とした新型コロナウイルス感染症電話相談について
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●高齢者施設等スマホ検査センターでの検査に関すること（申込方法など） 

 メール：kensasenta1@medi-staffsup.com      電話：０７０－１４３９－７３４５ 

  

 

 

◆検査の流れ 

 

◆高齢者施設等「スマホ検査センター」本部・サテライトのご案内  （令和4年4月 18日現在） 

  
＊検査（綿棒）キット（綿棒を用いて唾液を吸収させるタイプ）は、唾液の自己採取が困難な方のみ、お申込みください。     

＊検査（綿棒）キットは、１~８で取扱います。在庫の確認（070-1439-7339）をしてから、来庁いただきますようお願いします。 

 

 

サテライトの名称 
綿棒 
キット 

所在地（上段：施設名、下段：住所） 開設日等と検体回収時間 

１ スマホ検査センター本部 有 
大阪府 旧職員会館 

大阪府大阪市中央区大手前２丁目１－５９ 

●開設日等：日から土（祝日含む） 
午前９時３０分～午後１１時００分 

●回収時間： 
月から土：午後２時３０分 
日：午前１１時３０分 

２ 三島サテライト 有 
三島府民センタービル２階 控室 

大阪府茨木市中穂積１丁目３－４３ 

●開設日等：月から土（日・祝日除く） 

午前９時３０分～午後５時３０分 
●回収時間：午後３時００分 

３ 南河内サテライト 有 
南河内府民センタービル３階 第３会議室 

大阪府富田林市寿町２丁目６－１ 

●開設日等：月から土（日・祝日除く） 
午前９時３０分～午後５時３０分 

●回収時間：午後１時１５分 

４ 北河内サテライト 有 
北河内府民センタービル４階 第１会議室 

大阪府枚方市大垣内町２丁目１５－１ 

●開設日等：月から土（日・祝日除く） 

午前９時３０分～午後５時３０分 
●回収時間：午後１時３０分 

５ 泉南サテライト 有 
泉南府民センタービル１階 第３セミナー室 

大阪府岸和田市野田町３丁目１３－２ 

●開設日等：月から土（日・祝日除く） 
午前９時３０分～午後５時３０分 

●回収時間：午後0時１５分 

６ 泉北サテライト 有 
泉北府民センタービル１階 第２会議室 

大阪府堺市西区鳳東町４丁３９０－１ 

●開設日等：月から土（日・祝日除く） 

午前９時３０分～午後５時３０分 
●回収時間：午後２時３０分 

７ 中河内サテライト 有 
東大阪市立角田総合老人センター １階 

東大阪市角田２丁目３番８号 

●開設日等：月から土（日・祝日除く） 
午前９時３０分～午後４時４５分 

●回収時間：午後３時３０分 

８ 池田サテライト 有 
池田・府市合同庁舎４階 青少年相談コーナー 

大阪府池田市城南１丁目１－１ 

●開設日等：月から土（日・祝日除く） 

午前９時３０分～午後５時３０分 
●回収時間：午後１時３０分 

９ 西区サテライト なし 
西本町ビル3階 大阪中央営業所 

大阪府大阪市西区西本町3丁目 1番 48号 

●開設日等：月から土（日・祝日除く） 
午前９時３０分～午後７時３０分 

●回収時間：午後３時３０分 

１０ 吹田サテライト なし 
大阪北営業所 

大阪府吹田市原町２丁目４５番１号 

１１ 守口サテライト なし 
大阪東営業拠点 

大阪府守口市大宮通１丁目１３番３６号 

１２ 堺サテライト なし 
大阪南営業所 

大阪府堺市西区鳳北町７丁７番地 

高齢者施設等「スマホ検査センター」について 

高齢者施設等 

「スマホ検査センター」の 

申込みはこちらから 
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高齢者施設等「スマホ検査センター」 
検査対象施設（一部抜粋） 

 
 ※いずれも利用者及び職員が対象 

対象施設等 

【高齢者福祉サービス等】 

・介護老人福祉施設 

（地域密着型含む）  

・介護老人保健施設  

・介護医療院  

・介護療養型医療施設  

・認知症対応型共同生活介護事業所 

・養護老人ホーム  

・軽費老人ホーム  

・有料老人ホーム  

・サービス付き高齢者向け住宅  

・通所介護（地域密着型含む） 

・通所リハビリテーション  

・認知症対応型通所介護  

・小規模多機能型居宅介護  

・複合型サービス 

（看護小規模多機能型居宅介護） 

・短期入所生活介護  

・短期入所療養介護  

・訪問介護 

・訪問入浴介護 

・訪問看護ステーション 

・訪問リハビリテーション（介護保険サービ

スを提供している事業所に限る） 

・居宅療養管理指導（介護保険サービ

スを提供している事業所に限る） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・夜間対応型訪問介護 

・居宅介護支援 

・福祉用具貸与・福祉用具販売 

・地域包括支援センター 

・老人福祉センター 

・介護予防・生活支援サービス 

- 訪問型サービス 

- 通所型サービス 

- その他の生活支援サービス 

- 介護予防ケアマネジメント 
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メニュー 

はじめての方へ サイトマップホーム > 健康・医療 > 医療・医療費 > 大阪府感染症対策情報 > 高齢者施設等従事者定期PCR検査について

高齢者施設等従事者定期PCR検査について

更新日：令和4年1月13日

「高齢者施設等従事者定期PCR検査」の再開について NEW！

 大阪府では基本的対処方針の変更やワクチン接種の進捗による感染・重症化リスクの減少等を考慮し、昨年１１月末で休止していたところですが、府内の感染状況は１２

月中旬に感染拡大に転じて以降、感染が急拡大中であり、本年１月８日から「大阪モデル」のステージは警戒（黄色信号点灯）へ移行したところです。それに伴い、標記事

業につきましても再開することといたしました。

 そのため、無症状の感染者を原因とするクラスター発生を未然に防止する観点から、積極的にお申し込みくださいますようお願いいたします。

高齢者施設等従事者定期PCR検査に関する概要 

施設における新型コロナウイルス感染者の早期発見、及び無症状感染者を原因とするクラスター発生を未然に防止する観点から、施設等の従事者を対象に、２週間に１

回の頻度で定期的に検査を実施しています。

各施設におかれては、日頃から感染予防の徹底とともに、感染拡大の予兆をいち早く把握する体制をとっていただいているところですが、本検査の活用により、施設の感

染対策の一助となることを願っております。

１．対象者について（以下、ア～ウの項目をすべて満たす方）

ア 大阪府保健所管内の地域（※）に所在する以下の施設の従事者であること（常勤・非常勤は問いません。）

  （※）大阪市・堺市・東大阪市・高槻市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市を除く大阪府内の市町村

〇高齢者施設の従事者

    ＜入所施設＞ 

      介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療 院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、

      養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅

    ＜通所系介護事業所（短期入所系含む）＞

      通所介護（地域密着型通所介護含む）、通所リハビリテーション、認知症対応型通 所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス（看護小規模

      多機能型居宅介護）、短期入所生活介護、短期入所療養介護

〇障がい者施設の従事者

    ＜入所施設＞

      障がい者支援施設、共同生活援助事業所（グループホーム）、宿泊型自立訓練事業所、療養介護事業所

    ＜通所系障がい福祉サービス等事業所＞

      生活介護、短期入所、重度障がい者等包括支援、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（A型）、就労継続支援（B型）

〇救護施設の従事者

イ 受検者に何も症状がないこと

ウ 検査に申し込みをする時点で、施設内にて陽性者が発生しておらず、保健所の介入がないこと
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★ なお、検体（唾液）が採取できない場合や受診が必要な場合等は、本検査の対象外となりますので、お近くのかかりつけ医にまずご相談ください。

   （⇒ 診療・検査医療機関ホームページ）

   夜間・休日やかかりつけ医がいない方などは、施設等所在地や自宅住所地を管轄する保健所（新型コロナ受診相談センター）にご相談ください。

   （⇒ 新型コロナ受診相談センター一覧）

★ ご自身で唾液採取が出来る有症状の方は、高齢者施設等「スマホ検査センター」（大阪府）でも検査の申し込みが可能です。

   （⇒ 高齢者施設等「スマホ検査センター」のホームページ）

 【参考：受診が必要な場合（こちらをご相談いただく際の目安にしてください）】

＜すぐに相談＞ 

   １．息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

   ２．重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合 

     (※)高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方、透析治療を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

   ３．妊婦の方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合  ※ 念のため、早めに相談してください 

   ＜症状が４日以上続くときは必ず相談＞

   上記１、２、３以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪症状が４日以上続く場合

   ※ 強い症状や解熱剤を飲み続けている方はすぐに相談してください 

２．申込みについて 

  予約申込マニュアルをお読みの上、下記予約フォームよりお申し込みください。（ボタンをクリックもしくはQRコードを読み取り）

  ※ なお、検査申込は施設の窓口担当者にてまとめて行ってください。

  ■ 予約申込マニュアル ⇒ 高齢者施設等従事者定期PCR検査 検査申込マニュアル [PDFファイル／556KB]

３．FAQ・問い合わせについて

お問い合わせの前に、FAQをお読みください。

 【検査申込に関するFAQ一覧】 FAQはこちら(外部サイト)

 【お問い合わせ先】

 定期PCR検査に関する相談窓口

 TEL：０６－７１６６－９９８８  ＜開設時間：午前9時～午後6時（土日・祝日も対応）＞

参考資料

感染疑い事例の早期把握と、把握した段階からの初動対応が重要です！

施設におけるクラスター発生事案を分析すると、早期に対応できた施設はいずれも「疑い事例発生時」から万一に備え、ゾーニングや職員の感染防護措

置などの適切な対応を実施しています。

「新型コロナウイルス感染症 病院・高齢者施設 感染クラスターケースタディ2020－大阪」http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/39235/00000000/casestudy2020.pdf

「介護職員のための感染対策マニュアル」（概要版） http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/39235/00000000/izumisano.pdf

「社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策」http://www.pref.osaka.lg.jp/fukushisomu/kansentaisaku/index.html

「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

「個人防護具の着脱方法」 https://www.safety.jrgoicp.org/ppe-3-usage-putonoff.html

「「受援計画」の検討・策定について」http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/39235/00000000/jyuenkeikaku.pdf

このページの作成所属

健康医療部 保健医療室感染症対策企画課 感染症・検査グループ

- 18 -

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/39235/00000000/casestudy2020.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/39235/00000000/izumisano.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/fukushisomu/kansentaisaku/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
https://www.safety.jrgoicp.org/ppe-3-usage-putonoff.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/39235/00000000/jyuenkeikaku.pdf


 感 対 第 6 4 1 4 号 

 令和３年２月１０日 

高齢者施設等管理者・施設長 様 

大 阪 府 福 祉 部 長 

大阪府健康医療部長 

 

 

高齢者施設等への新規入所者における入所時の検査について（通知） 

 

 

日ごろより、府政及び新型コロナウイルス感染症対策の推進にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、本府における新型コロナウイルス感染症の感染状況は、年明け以降、陽性者数が増加し、1 週間

の人口 10万人あたりの新規陽性者数は 18.16人（令和３年２月５日現在）と高い水準を維持している状況

です。 

とりわけ、第三波（令和２年 10 月 10 日）以降に高齢者施設等で発生したクラスターは、２月５日時点で

109 施設（陽性者 2,024 人）に上っており、当該施設におけるクラスター発生防止について、より一層の取

組みが必要です。 

つきましては、こうした状況への対応策として高齢者施設等への新規入所者（医療機関から退院後の

再入所・再入居の方や入所・入居の契約済みの方、又は確定している方も含みます。）について、下記の

場合には行政検査として取り扱いますのでお知らせいたします。 

  なお、運用の開始は、２月１２日からといたします。 

 

記 

 

 高齢者施設等への新規入所者について、医師が必要と認める場合には、症状の有無に関わらず保

険適用で新型コロナウイルスの検査を行うことが可能です。 

検査の実施については、新規入所者の入所前の生活状況等を勘案し、検査の要否を貴施設の連携

医療機関等（同一法人の医療機関、併設医療機関、協力医療機関等、高齢者施設が平時に連携して

いる医療機関）の医師と相談してください。なお、連携医療機関等に相談される際は、本通知文と別紙

の医療機関あてのお知らせをご提示ください。 

 

 高齢者施設等：介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、 

介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老 

人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅 

（いずれも併設通所サービス・短期入所サービス事業所を含む。なお、高齢者施設等にお

かれては、併設通所・短期事業所にも本通知内容をご了知いただきますようお願いします。） 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

（高齢者施設に関すること） 

大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ 

電話 06-6944-7106 
 
（併設通所・短期サービスに関すること） 

大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 居宅グループ 

電話 06-6944-7099 
 
（行政検査に関すること） 

大阪府健康医療部保健医療室感染症対策課感染症・検査グループ 

電話 06-4397-3204 
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（別紙） 

※高齢者施設等管理者・施設長 様 

連携医療機関等に新規入所者の検査について相談される際は、府からの通知文本文と、このお知らせを連携 

医療機関等にご提示ください。 

 

 

 

高齢者施設等連携医療機関等様へ 
 

 

 

    大阪府では、高齢者施設等への新規入所者における入所時の検査について、令和 3年 2月 10

日付け感対第 6414号にて各高齢者施設等あて周知しております。 

つきましては、以下の点にご留意の上、よろしくお取り計らいください。 

 

 

                                記 

 

 

１  連携医療機関等において検査が実施できない場合は、連携医療機関等から相談窓口にご相 

 談ください。相談窓口は、２月 12日から運用を開始します。 

        ＜相談窓口＞ 開設時間（土日・祝日含む） ９時～18時  電話番号 06-7166-9988 

 

 

 ２  連携医療機関の医師が必要と判断して実施した保険適用の検査については、その医療機 

関と府もしくは政令市・中核市が行政検査に係る委託契約を締結することで、検査にかかる費 

用を公費にすることが可能です。 

（当該契約の効力は遡及可能ですので管轄の保健所へご相談ください）。 

 

 

                                      大阪府 
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